
 

協定による物資調達体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

○ 都は、災害時における物資調達を円滑にするため、セブン

＆アイ・ホールディングスに対して物資調達に関する専門的

な知識を有する者の派遣（連絡調整員）を要請します。 

○ 区市町村からの物資の要請は都で集約した後、セブン＆ア

イ・ホールディングスを通じてグループ企業に要請内容を伝

え、要請内容に対するグループ企業の回答をとりまとめて都

に情報提供します。 

○ 都はセブン＆アイ・ホールディングスからの情報をもと

に、必要な物資について発注します。 

○ 受注を受けたグループ企業は指定された場所に物資を届

けます。 
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